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(57)【要約】
【課題】自動で開閉を行い、更に引寄せ状態ないしその
解除をも自動で行う自動開閉防音サッシを提供する。
【解決手段】自動開閉防音サッシ１では、内障子２の召
合せ框２４に対して左右方向に開閉自在な外障子４と、
外障子４を開閉させる開閉用モータ３４と、外障子４に
設けた締り受け部材５０及び召合せ框２４に設けたカム
部材７０と、これら部材を制御する制御装置とを備えて
おり、締り受け部材５０は、前後方向の引分け面５９と
、左右方向の引寄せ面５８とを有しており、カム部材７
０は、外障子４が閉状態である場合に締り受け部材５０
に係合可能であり、当該係合の際、締り受け部材５０に
おける引分け面５９を左方向に押すと共に引寄せ面５８
を室内側に押し、前記制御装置は、開閉用モータ３４に
障子を閉鎖させると共に、カム部材７０と締り受け部材
５０を係合させることで、外障子４を自動的に左方向に
引分けつつ室内側に引寄せる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口部に対して幅方向に開閉自在な障子と、
　前記障子を開閉させる開閉機構と、
　前記障子ないし前記開口部の一方に設けた締り受け部材、及び他方に設けたカム部材を
含む締り機構と、
　前記開閉機構及び前記締り機構を制御する制御手段と
を備えており、
　前記締り受け部材は、前記幅方向に交わる引分け面と、前記幅方向に沿う引寄せ面とを
有しており、
　前記カム部材は、前記障子が閉状態である場合に前記締り受け部材に係合可能であり、
当該係合の際、前記締り受け部材における前記引分け面を障子の閉鎖方向に押すと共に前
記引寄せ面を障子が前記開口部に寄る方向に押し、
　前記制御手段は、前記開閉機構に障子を閉鎖させると共に、前記締り機構において前記
カム部材と前記締り受け部材を係合させることで、前記障子を自動的に閉鎖方向に引分け
つつ前記開口部に引寄せる
ことを特徴とする自動開閉防音サッシ。
【請求項２】
　前記締り機構は、前記障子の召合せ框、及び対応する前記開口部の部分に配置されてお
り、
　前記障子には、前記開口部を押すことで当該障子を引寄せる引寄せ機構が設置されてお
り、
　前記制御手段は、前記引寄せ機構を制御して、前記カム部材と前記締り受け部材の係合
に伴い、前記引寄せ機構に前記障子の引寄せをさせる
ことを特徴とする請求項１に記載の自動開閉防音サッシ。
【請求項３】
　前記締り受け部材の前記引分け面は、前記引寄せ面より、係合前の前記カム部材に近い
側に配置されている
ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の自動開閉防音サッシ。
【請求項４】
　前記締り受け部材は、前記引分け面と前記引寄せ面とが直交するように形成されたうえ
で、前記障子の召合せ框の内面に配置されており、
　前記カム部材は、先端部において互いに直交する引分けカム面及び引寄せカム面を有す
るＬ字状のアームを備え、前記開口部の内側に配置されており、
　前記制御手段は、前記アームを上下方向に移動させて前記締り受け部材に係合させ、前
記アームの前記引分けカム面に前記締り受け部材の前記引分け面を押させると共に、前記
アームの前記引寄せカム面に前記締り受け部材の前記引寄せ面を押させる
ことを特徴とする請求項１ないし請求項３の何れかに記載の自動開閉防音サッシ。
【請求項５】
　前記カム部材は、ナット部材及びネジ部材を介して、モータにより前記締り受け部材に
対して移動可能であり、
　前記カム部材の当該移動をガイドするガイド部材が設置されている
ことを特徴とする請求項１ないし請求項４の何れかに記載の自動開閉防音サッシ。
【請求項６】
　所定水準以上の音が発生していることを検知する音センサーが前記制御手段と電気的に
接続されており、
　前記制御手段は、音センサーにより所定水準以上の音が発生していることを確認すると
、前記締り機構及び／又は前記引寄せ機構に、前記障子の引分けないし引寄せをさせる
ことを特徴とする請求項１ないし請求項５の何れかに記載の自動開閉防音サッシ。
【請求項７】
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　前記引寄せ機構は、前記障子の上部に配置した上部引寄せ機構、及び／又は前記障子の
下部に配置した下部引寄せ機構を含んでおり、
　前記上部引寄せ機構は、上下動可能であって上方へ移動すると前記開口部に嵌り前記障
子を引寄せる押付け部材を有しており、
　前記下部引寄せ機構は、
　引寄せ長孔を有する取付板と、
　中央部に回転軸を有し上部に案内長孔を有するカムと、
　当該引寄せ長孔及び案内長孔に共通して入れられており、これら引寄せ長孔及び案内長
孔内を上下動可能であって、上方へ移動すると前記カムを回転させ前記カムに前記開口部
を押させて前記障子を引寄せる連結ピンと
を有している
ことを特徴とする請求項２ないし請求項６の何れかに記載の自動開閉防音サッシ。
【請求項８】
　前記障子が閉状態であることを検知する閉状態検知センサが前記制御手段と電気的に接
続されており、
　前記制御手段は、次の（１）～（４）の順で前記障子を自動的に閉鎖方向に引分けつつ
前記開口部に引寄せる
ことを特徴とする請求項２ないし請求項７の何れかに記載の自動開閉防音サッシ。
（１）前記開閉機構の制御による前記障子の閉状態への移動
（２）前記閉状態検知センサによる前記障子の閉状態の確認
（３）前記締り機構の制御による前記カム部材と前記締り受け部材の係合
（４）前記引寄せ機構の制御による前記障子の引寄せ
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動で開閉するサッシに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に開示されるように、近年電動サッシが提案されている。この電動サッシは
、引違い開閉式であり、自動で施解錠し且つ開閉する。開閉については、サッシの横框に
係合する駆動ホイルを駆動して行う。一方、施解錠については、回転可能な鍵と、サッシ
の閉状態において回転して来る当該鍵を受け入れる鍵受けとにおいて、当該鍵を回転駆動
することで行う。
【０００３】
　又、特許文献２に開示されるように、引違い障子の引寄せ装置が知られている。この装
置は、ハンドルを手で倒すことで、当該ハンドルに昇降体を介して連結された下部のカム
が回転し、当該カムの先端部が、サッシを受け入れている下枠のレールを押すこととなり
、結果サッシが室内側へ引寄せられるものである。下枠には、レールに対向して気密材が
配置されており、サッシは、引寄せにより気密材に当接して気密状態となり、防音効果を
発揮する。
【０００４】
【特許文献１】特開平８－１５８７３７号公報
【特許文献２】実公平５－１０１２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前者の電動サッシでは、施解錠及び開閉が自動化されるものの、閉状態ないし施錠状態
において気密状態にならず、防音をすることができない。一方、後者の引寄せ装置を有す
る障子では、閉状態で防音を図ることができるものの、手動で障子を閉めたうえでハンド
ルを倒さなければならず、煩わしい。
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【０００６】
　そこで、請求項１に記載の発明は、自動で開閉を行い、更に引寄せ状態ないしその解除
をも自動で行う自動開閉防音サッシを提供することを目的としたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、開口部に対して幅方向に開閉自
在な障子と、前記障子を開閉させる開閉機構と、前記障子ないし前記開口部の一方に設け
た締り受け部材、及び他方に設けたカム部材を含む締り機構と、前記開閉機構及び前記締
り機構を制御する制御手段とを備えており、前記締り受け部材は、前記幅方向に交わる引
分け面と、前記幅方向に沿う引寄せ面とを有しており、前記カム部材は、前記障子が閉状
態である場合に前記締り受け部材に係合可能であり、当該係合の際、前記締り受け部材に
おける前記引分け面を障子の閉鎖方向に押すと共に前記引寄せ面を障子が前記開口部に寄
る方向に押し、前記制御手段は、前記開閉機構に障子を閉鎖させると共に、前記締り機構
において前記カム部材と前記締り受け部材を係合させることで、前記障子を自動的に閉鎖
方向に引分けつつ前記開口部に引寄せることを特徴とするものである。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、上記目的に加えて、より高水準な防音状態を実現する目的を
達成するため、上記発明にあって、前記締り機構は、前記障子の召合せ框、及び対応する
前記開口部の部分に配置されており、前記障子には、前記開口部を押すことで当該障子を
引寄せる引寄せ機構が設置されており、前記制御手段は、前記引寄せ機構を制御して、前
記カム部材と前記締り受け部材の係合に伴い、前記引寄せ機構に前記障子の引寄せをさせ
ることを特徴とするものである。なお、本発明において、召合せ框とは、堅框（戸先の框
）と反対側の框をいう。
【０００９】
　請求項３に記載の発明は、上記目的に加えて、高水準な防音状態をシンプルに実現する
目的を達成するため、上記発明にあって、前記締り受け部材の前記引分け面は、前記引寄
せ面より、係合前の前記カム部材に近い側に配置されていることを特徴とするものである
。
【００１０】
　請求項４に記載の発明は、上記目的に加えて、より一層シンプルな構成で自動的な防音
状態への移行を実現する目的を達成するため、上記発明にあって、前記締り受け部材は、
前記引分け面と前記引寄せ面とが直交するように形成されたうえで、前記障子の召合せ框
の内面に配置されており、前記カム部材は、先端部において互いに直交する引分けカム面
及び引寄せカム面を有するＬ字状のアームを備え、前記開口部の内側に配置されており、
前記制御手段は、前記アームを上下方向に移動させて前記締り受け部材に係合させ、前記
アームの前記引分けカム面に前記締り受け部材の前記引分け面を押させると共に、前記ア
ームの前記引寄せカム面に前記締り受け部材の前記引寄せ面を押させることを特徴とする
ものである。
【００１１】
　請求項５に記載の発明は、上記目的に加えて、低コスト且つコンパクトで動作の確実な
防音状態のための機構を提供する目的を達成するため、上記発明にあって、前記カム部材
は、ナット部材及びネジ部材を介して、モータにより前記締り受け部材に対して移動可能
であり、前記カム部材の当該移動をガイドするガイド部材が設置されていることを特徴と
するものである。
【００１２】
　請求項６に記載の発明は、上記目的に加えて、音発生時に防音状態を自動的に形成する
ことのできる自動開閉防音サッシを提供する目的を達成するため、上記発明にあって、所
定水準以上の音が発生していることを検知する音センサーが前記制御手段と電気的に接続
されており、前記制御手段は、音センサーにより所定水準以上の音が発生していることを
確認すると、前記締り機構及び／又は前記引寄せ機構に、前記障子の引分けないし引寄せ
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をさせることを特徴とするものである。
【００１３】
　請求項７に記載の発明は、上記目的に加えて、より一層高水準である防音状態を円滑な
動作が可能であるシンプルな構成で実現する目的を達成するため、上記発明にあって、前
記引寄せ機構は、前記障子の上部に配置した上部引寄せ機構、及び／又は前記障子の下部
に配置した下部引寄せ機構を含んでおり、前記上部引寄せ機構は、上下動可能であって上
方へ移動すると前記開口部に嵌り前記障子を引寄せる押付け部材を有しており、前記下部
引寄せ機構は、引寄せ長孔を有する取付板と、中央部に回転軸を有し上部に案内長孔を有
するカムと、当該引寄せ長孔及び案内長孔に共通して入れられており、これら引寄せ長孔
及び案内長孔内を上下動可能であって、上方へ移動すると前記カムを回転させ前記カムに
前記開口部を押させて前記障子を引寄せる連結ピンとを有していることを特徴とするもの
である。
【００１４】
　請求項８に記載の発明は、上記目的に加えて、より一層確実な動作を確保する目的を達
成するため、上記発明にあって、前記障子が閉状態であることを検知する閉状態検知セン
サが前記制御手段と電気的に接続されており、前記制御手段は、（１）前記開閉機構の制
御による前記障子の閉状態への移動、（２）前記閉状態検知センサによる前記障子の閉状
態の確認、（３）前記締り機構の制御による前記カム部材と前記締り受け部材の係合、（
４）前記引寄せ機構の制御による前記障子の引寄せの順で前記障子を自動的に閉鎖方向に
引分けつつ前記開口部に引寄せることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、引分け及び引寄せを自動で行う締り機構を、開閉機構と共に備えたの
で、自動的に開閉ないし遮音を行う自動開閉防音サッシを提供することができる、という
効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明に係る実施の形態の例につき、適宜図面に基づいて説明する。なお、当該
形態は、下記の例に限定されない。
【００１７】
［全体的構成］
　図１は当該形態に係る室内側から見た正面図であって、自動開閉防音サッシ１は、建物
の壁等に設置された枠Ｆの内部に配置されており、枠Ｆの右半部において気密に固定され
た内障子２と、内障子２の背面側（室外側）において左右方向（幅方向）に開閉自在であ
る外障子４とを含む。即ち、外障子４は、内障子２に対して引違い開閉可能である。なお
、枠Ｆは、上枠Ｕ、下枠Ｖ、左枠Ｐ、及び右枠Ｑから成る。
【００１８】
　外障子４は、ガラス製の透明板１０，１０ないし仕切１２と、これらを囲む框１４とを
含む。框１４は、上框１６、下框１８、左側即ち戸先の堅框２０、及び右側即ち内障子２
側の召合せ框２２を含む。一方、内障子２も透明板ないし仕切とこれらを囲む框とを含み
、内障子２の框には左側即ち外障子４側の召合せ框２４が含まれる。なお、召合せ框２４
と、これより左側の上枠Ｕ、下枠Ｖ及び左枠Ｐとが、開口部を構成する。
【００１９】
　外障子４が左方向（閉鎖方向）に移動すると、当該開口部が閉められていき、左一杯に
移動して堅框２０が左枠Ｐに接すると、双方の召合せ框２２，２４が左右方向において合
致し、当該開口部が閉鎖されて、外障子４が閉状態となる（図１）。一方、外障子４が右
方向（開放方向）に移動して召合せ框２２が右枠Ｑに近づくと、外障子４が全開状態とな
り、堅框２０が図１の二点鎖線Ｏに達する。
【００２０】
　内障子２の召合せ框２４の下部には、左方へ突出する留め具３０が固定されており、留
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め具３０には、ホイール３２を鉛直軸周りで回転させる開閉用モータ３４が設置されてい
る。一方、外障子４の下框１８における正面（室内側の面）には、左右方向に延びるバン
ド３６が貼られている。バンド３６は、外障子４の堅框２０下端際から召合せ框２２下端
際まで延びており、内障子２に固定された開閉用モータ３４のホイール３２に接触してい
る。ホイール３２とバンド３６とは、互いに及ぼす摩擦力が大きい接触面を持つように形
成されており、互いに係合するものとされている。なお、開閉用モータ３４は、図示しな
い制御手段としての制御装置と電気的に接続されている。又、留め具３０、ホイール３２
、開閉用モータ３４及びバンド３６が、開閉機構を構成する。
【００２１】
　更に、外障子４が全開状態であると検知信号を発生する全開状態検知センサ３８が、内
障子２の召合せ框２４に取付けられている。全開状態検知センサ３８は、召合せ框２４の
左面に設置されており、外障子４の上框１６の左部室内側に設けた図示しない小突起が接
触した場合に検知信号を発する。全開状態検知センサ３８は、前記制御装置と電気的に接
続されており、当該制御装置に対して検知信号を発する。
【００２２】
　一方、外障子４が閉状態であると検知信号を発生する閉状態検知センサ３９が、左枠Ｐ
の内側上部に取付けられている。閉状態検知センサ３９は、外障子４の左框２０の上部室
内側に設けた図示しない小突起が接触した場合に検知信号を発する。閉状態検知センサ３
９は、前記制御装置と電気的に接続されており、当該制御装置に対して検知信号を発する
。なお、外障子４の閉状態とは、左框２０が左枠Ｐに重なり、召合せ框２２，２４が向き
合う状態であり、外障子４の全閉状態とは、閉状態から引寄せ（室内側への寄せ）を行っ
た状態であって、枠Ｆや内障子２に密着した状態である。
【００２３】
　そして、召合せ框２２，２４の中央部には、外障子４の引分け（左側・戸先への押付け
）ないし引寄せのための締り機構４０が設置されており、外障子４の堅框２０及び召合せ
框２２の上部には、それぞれ上部引寄せ機構４２が設置されており、堅框２０及び召合せ
框２２の下部には、それぞれ下部引寄せ機構４４が設置されている。
【００２４】
［締り機構］
　図２は図１のＡ部の拡大図、即ち締り機構４０周辺の詳細図であり、図３は図２のＤ－
Ｄ線断面図であり、図４は外障子４が閉状態となる直前における締り機構４０周辺の詳細
図であり、図５は図４のＥ－Ｅ線断面図である。締り機構４０は、外障子４（の中央部）
に固定された締り受け部材５０と、内障子２（の中央部、開口部の部分）に固定されたロ
ック機構５１とを含む。
【００２５】
　図６は締り受け部材５０の（ａ）平面図（背面図の向きに合わせたもの）・（ｂ）背面
図・（ｃ）右側面図であって、締り受け部材５０は、背面から見てＬ字状の締り受け部材
本体５２の下側先端からカム案内部５３が上方へ突出するように形成されている。締り受
け部材本体５２の上下には、それぞれ取付孔５４が開けられている。
【００２６】
　又、カム案内部５３は、左右方向に広がる引寄せ部５６と、前後方向（正背面方向）に
広がる引分け部５７とを備えている。引寄せ部５６の内面上部は、下方へ行くほど徐々に
後へ出るテーパ面としての引寄せ面５８として形成されており、引分け部５７の内面上部
は、下方へ行くほど徐々に右に入るテーパ面としての引分け面５９として形成されている
。引分け面５９の上辺は、引寄せ面５８の上辺より上方（ロック機構５１側、カム部材７
０側）にあり、引分け面５９は、引寄せ面５８よりも、ロック機構５１ないし係合前のカ
ム部材７０に近くなるように配置されている。なお、引寄せ部５６の内面下部が鉛直面と
されるとともに、引分け部５７の内面下部が僅かに内側（右側）に膨らむようにされるこ
とで、引寄せ面５８と引分け面５９の下側における膨出部６０が形成されている。又、締
り受け部材５０は、前後方向において、召合せ框２２の前面から透明板１０の前面の間に
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位置するように配置されている。
【００２７】
　一方、ロック機構５１は、締り受け部材５０に上から係合可能なカム部材７０と、カム
部材７０を受け入れる断面コ字状で上下方向に沿うガイド部材７２と、カム部材７０とＬ
字留め具７１を介して接続されており上下方向に延びたナット部材７３と、ナット部材７
３に入るネジ部材７４と、ネジ部材７４と合体するモータ軸７６を有するカム部材用モー
タ７８とを備えている。なお、カム部材用モータ７８は、前記制御装置と電気的に接続さ
れている。
【００２８】
　図７はカム部材７０の（ａ）平面図（左側面図の向きに合わせたもの）・（ｂ）左側面
図・（ｃ）正面図であって、カム部材７０は、上下方向に沿う板状のベース８０と、ベー
ス８０を基部として背面側（後方）ないし左方へ延びるＬ字状のアーム８２を有している
。ベース８０の上下には、Ｌ字留め具７１に対する取付孔８４がそれぞれ設けられている
。又、アーム８２先端部（左右方向に沿う部分）の前面は、山状になだらかに膨らむ引寄
せカム面８８とされており、アーム８２先端部の左面は、角の丸められた鉛直面である引
分けカム面８９とされている。
【００２９】
　又、外障子４の召合せ框２２の前面左部には、前方ないし左方へ突出する断面Ｌ字状の
リブ９２が立てられていると共に、召合せ框２２の前面右部に、弾性体である気密材９３
が取付けられている（図３，図５参照）。一方、内障子２の召合せ框２４の後面左部には
、後方ないし右方へ突出する断面Ｌ字状のリブ９４が立てられている。
【００３０】
［上部引寄せ機構］
　図８は図１のＢ－Ｂ線断面図、即ち上部引寄せ機構４２周辺の拡大断面図であり、図９
は外障子４が閉状態となる直前における上部引寄せ機構４２周辺の拡大断面図であって、
上部引寄せ機構４２は、外障子４の堅框２０の左面に設けられた凹部１００の内部に配置
されている。又、上部引寄せ機構４２は、外障子４の召合せ框２２の右面に設けられた凹
部の内部にも配置されている。召合せ框２２における上部引寄せ機構４２は、堅框２０に
おけるものと同様に成るため、以下堅框２０における上部引寄せ機構４２につき説明し、
召合せ框２２におけるものの説明は省略する。なお、図８，図９では、内障子２について
、召合せ框２４における断面図を組み合わせている。
【００３１】
　上部引寄せ機構４２は、凹部１００と同幅であるブロック状で下部に穴１０１を有する
押付け部材１０２と、押付け部材１０２の穴１０１の下部に固定された雌ネジ部１０４と
、雌ネジ部１０４に入るネジ部材１０６と、ネジ部材１０６と合体したモータ軸１０８を
有する上部モータ１１０とを備える。なお、上部モータ１１０は、前記制御装置と電気的
に接続されている。
【００３２】
　上枠Ｕの内側には上枠外レールＲ１が左右に渡されており、外障子４の上框１６には、
上枠外レールＲ１を受け入れる溝１２０が形成されている。又、上枠外レールＲ１の前方
には、上枠内レールＲ２が左右に渡されており、上枠内レールＲ２の後面の基部（上部）
と先端部（下部）とには、左右方向に延びる気密材１２２がそれぞれ取付けられている。
なお、凹部１００の後面と、溝１２０の後面とは、揃っている。又、上枠内レールＲ２の
下側には、内障子２の上辺に設けられた溝１２３が位置している。
【００３３】
　押付け部材１０２の上後部は、上枠外レールＲ１とほぼ同幅分（僅かに上枠外レールＲ
１の幅より大きく）欠けており、押付け部材１０２の上部が、上枠外レールＲ１の前面と
上の気密材１２２の後面との間とほぼ同寸の（当該間より僅かに大きい）先端部１２４と
なっている。押付け部材１０２は、上部モータ１１０ないし雌ネジ部１０４及びネジ部材
１０６により、凹部１００に沿って上下動可能であり、押付け部材１０２が上方へ移動す
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ると、先端部１２４が、上枠外レールＲ１の前面と上の気密材１２２の後面との間に嵌る
。
【００３４】
［下部引寄せ機構］
　図１０は図１のＣ－Ｃ線断面図、即ち下部引寄せ機構４４周辺の拡大断面図であり、図
１１は外障子４が閉状態となる直前における下部引寄せ機構４４周辺の拡大断面図であり
、図１２は図１０のＸ－Ｘ線断面図、即ち下部引寄せ機構４４周辺の拡大内部正面図であ
って、下部引寄せ機構４４は、外障子４の堅框２０における凹部１００の下部に設置され
ている。又、下部引寄せ機構４４は、外障子４の召合せ框２２の右面に設けられた凹部の
内部にも配置されている。召合せ框２２における下部引寄せ機構４４は、堅框２０におけ
るものと同様に成るため、以下堅框２０における下部引寄せ機構４４につき説明し、召合
せ框２２におけるものの説明は省略する。なお、図１０，図１１では、内障子２について
、召合せ框２４における断面図を組み合わせている。
【００３５】
　下部引寄せ機構４４は、左右方向の回転軸１３０の周りで回転可能に装着された板状の
カム１３２と、第１連結ピン１３６を介してカム１３２と下部において連結される連結部
材１３８と、カム１３２の前後に位置しカム１３２と共に回転軸１３０及び第１連結ピン
１３６によってそれぞれ装着される取付板１４０，１４０と、第２連結ピン１４２を介し
て連結部材１３８の上部と下部において連結されるリンク１４４と、第３連結ピン１４６
を介してリンク１４４と連結されるナックル１４８と、ナックル１４８の上側に配置され
るナックル１４８と一体のナット部材１５０と、ナット部材１５０に入るネジ部材１５２
と、ネジ部材１５２と合体したモータ軸１５４を有する下部モータ１５６とを備える。な
お、下部モータ１５６は、前記制御装置と電気的に接続されている。
【００３６】
　下枠Ｖの内側には下枠外レールＬ１が左右に渡されており、外障子４の下框１８には、
下枠外レールＬ１を受け入れる溝１６０が形成されている。又、下枠外レールＬ１の前方
には、下枠内レールＬ２が左右に渡されており、下枠内レールＬ２の後面下側に設けられ
た段部Ｌ３における下部と上部とには、左右方向に延びる気密材１６２がそれぞれ取付け
られている。なお、下枠内レールＬ２の上側には、内障子２の下辺に設けられた溝１６３
が位置している。
【００３７】
　カム１３２の下部は、比較的に厚みのあるカム先端部１７０として形成されており、下
枠外レールＬ１の前方に配置されている。又、カム１３２の上部には、上下方向に向く案
内長孔１７２が設けられる。更に、各取付板１４０の中央部には、左から見て緩やかな逆
Ｓ字状の引寄せ長孔１７４が開けられている。そして、第１連結ピン１３６は、案内長孔
１７２ないし引寄せ長孔１７４の内部に配置されており、連結部材１３８がリンク１４４
ないしナックル１４８、ナット部材１５０、ネジ部材１５２を介して下部モータ１５６に
より上昇ないし下降されることで、案内長孔１７２及び引寄せ長孔１７４の内部を上下動
可能とされている。
【００３８】
［動作等］
　自動開閉防音サッシ１では、前記制御装置が開閉用モータ３４を制御することで、ホイ
ール３２の回転を調節し、バンド３６ないし下框１８を介した外障子４の左右方向の移動
、即ち外障子４の開閉を自動で行う。前記制御装置は、図示しないスイッチを備えており
、当該スイッチの入力に応じて外障子４の開閉をし、あるいは外障子４の任意の位置での
開状態の維持をする。及び／又は、前記制御装置は、図示しない雨・振動・温度・風・音
センサー・タイマーの少なくとも一つと電気的に接続されており、各センサーから検知信
号を受信するか、あるいは受信している信号が所定の閾値を超えるか、あるいはタイマー
から所定時間の経過や所定時刻の到来を把握する等すると、適宜信号や閾値の状態に応じ
、外障子４の開閉をし、あるいは外障子４の所定位置での開状態の維持をする。なお、各
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種センサーやタイマーは、前記制御装置に内蔵されたり、自動開閉防音サッシ１や開口部
・枠等に設置されたり、これらの何れかに近接して設置されたりする。又、外障子４を全
開状態とする場合は、全開状態検知センサ３８からの検知信号を確認することができ、あ
るいは全開状態検知センサ３８から検知信号を受信した場合に、前記制御装置は開閉用モ
ータ３４の駆動を停止してホイール３２の回転を止め、更なる開放動作を阻止することが
できる。
【００３９】
　そして、自動開閉防音サッシ１は、前記制御装置の制御により、以下に説明するように
外障子４を閉状態移行・閉状態確認・締り（施錠）・上下引寄せの順で全閉状態（気密状
態・防音状態・遮音状態）とする。なお、外障子４を全閉状態から開状態にする場合は、
以下と逆の動作を行う。
【００４０】
　即ち、前記制御装置は、開閉用モータ３４を制御して、ホイール３２、バンド３６ない
し下框１８を介して外障子４を左方へ移動し、召合せ框２２，２４が向き合う状態として
、外障子４を閉状態とする（図４，図５，図９，図１１）。
【００４１】
　このとき、ロック機構５１のカム部材７０・Ｌ字留め具７１・ナット部材７３は、ネジ
部材７４がナット部材７３に入り込んでナット部材７３を巻き上げることで、上方に位置
している。又、上部引寄せ機構４２の押付け部材１０２・雌ネジ部１０４は、ネジ部材１
０６が雌ネジ部１０４に入り込んで雌ネジ部１０４を下げることで、下方に位置している
。更に、下部引寄せ機構４４の第１連結ピン１３６・連結部材１３８・リンク１４４・第
３連結ピン１４６・ナックル１４８・ナット部材１５０は、ネジ部材１５２の大部分がナ
ット部材１５０から出されていることで、下方に位置している。又、第１連結ピン１３６
が下方に位置し、カム１３２上部の案内長孔１７２の下端に位置しているところ、各取付
板１３０の引寄せ長孔１７４が第１連結ピン１３６を後方に位置させているため、案内長
孔１７２とは回転軸１３０を挟んで反対側になるカム１３２下部のカム先端部１７０が、
前方に位置している。
【００４２】
　次に、前記制御装置は、閉状態検知センサ３９からの検知信号を待つ。所定時間内に当
該検知信号を受信できない場合には、エラー処理を行う。エラー処理としては、図示しな
い制御装置の表示手段に外障子４の閉状態が確認できない旨表示し、及び／又は図示しな
い制御装置の発音手段において所定の発音をすることを行う。
【００４３】
　そして、前記制御装置は、閉状態検知センサ３９から検知信号を受信すると、締り機構
４０におけるロック機構５１のカム部材用モータ７８を制御して、カム部材７０を下降さ
せ締り受け部材５０に係合（施錠）させる。
【００４４】
　即ち、前記制御装置は、カム部材用モータ７８のモータ軸７６を、ナット部材７３がネ
ジ部材７４を降りていく方向（ナット部材７３に対してネジ部材７４が出る方向、正転方
向とする）に回転させ、ナット部材７３に取付けられたカム部材７０を下降させる。カム
部材７０の下降は、ガイド部材７２により、上下方向に沿って行われる。
【００４５】
　下降されるカム部材７０は、締り受け部材５０のカム案内部５３の引分け面５９の方が
引寄せ面５８より近いため、まずアーム８２の引分けカム面８９において引分け面５９に
接触する。引分け面５９は、右下がりのテーパ面であり、引分けカム面８９は、引分け面
５９を辿ると、引分け部５７や締り受け部材本体５２を介して外障子４（召合せ框２２）
を左方へ引分ける。
【００４６】
　次に、下降されるカム部材７０は、アーム８２の引寄せカム面８８において、締り受け
部材５０のカム案内部５３の引寄せ面５８に接触する。引寄せ面５８は、下ほど後へ出る
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テーパ面であり、引寄せカム面８８は、引寄せ面５８を辿ると、引寄せ部５６や締り受け
部材本体５２を介して外障子４（召合せ框２２）を前へ引寄せる。なお、引分け面５９は
、引寄せ面５８の上辺より下方においてもテーパ面が続くように形成されており、カム部
材７０のカム案内部５３は、引分けられつつ引寄せられることとなる。
【００４７】
　続いて、前記制御装置は、アーム８２が引寄せ面５８や引分け面５９から脱した時点で
、モータ軸７６の回転を停止し、カム部材７０の下降を終え、カム部材７０の締り受け部
材５０への係合を完了させる。このとき、アーム８２の先端部は、締り受け部材５０の膨
出部６０に位置しており、召合せ框２２（外障子４）の引分けと引寄せとが行われている
。更に、外障子４の召合せ框２２における気密材９３が、内障子２の召合せ框２４の後面
に密着し、併せて上枠内レールＲ２の先端部の各気密材１２２が外障子４の上框１６の前
面に密着し、又下枠内レールＬ２の段部Ｌ３の下部と上部における各気密材１６２が下框
１８の前面ないし下部に密着する。なお、召合せ框２２のリブ９２の先端部と召合せ框２
４のリブ９４の先端部とが向き合っている。又、前記制御装置は、所定回転数に達したこ
と、所定時間駆動したこと、あるいはモータ軸７６の回転中に所定の抵抗を受けたこと等
によりモータ７８の停止時点を把握する。
【００４８】
　ロック機構５１の締り受け部材５０への係合を完了すると、前記制御装置は、上部引寄
せ機構４２の上部モータ１１０及び下部引寄せ機構４４の下部モータ１５６を同時に制御
して、堅框２０及び召合せ框２２の上部ないし下部を前に引寄せ、外障子４を室内側に引
寄せる。以下、上部引寄せ機構４２、下部引寄せ機構４４の順で説明する。
【００４９】
　前記制御装置は、上部引寄せ機構４２の上部モータ１１０を制御して、モータ軸１０８
を雌ネジ部１０４がネジ部材１０６に対し上昇する方向（穴１０１からネジ部材１０６が
露出する方向、正転方向とする）に回転させる。
【００５０】
　雌ネジ部１０４の上昇に伴い押付け部材１０２も凹部１００に沿って上昇し、押付け部
材１０２の先端部１２４が、上枠内レールＲ２の基部の気密材１２２と上枠外レールＲ１
の前面との間に入っていく。当該間より先端部１２４の幅の方が若干大きいので、先端部
１２４は基部の気密材１２２に密着する。又、先端部１２４が、当該間に入り込むことで
上枠外レールＲ１により前方へ押され、ネジ部材１０６・雌ネジ部１０４・上部モータ１
１０・凹部１００等を介して外障子４（堅框２０ないし召合せ框２２）が室内側へ引寄せ
られることとなる。外障子４が室内側へ引寄せられると、各気密材９３，１２２，１６２
が枠Ｆあるいは外障子４の框１４に対してより一層密着する。なお、先端部１２４の後部
の角が取られていることで、先端部１２４が上枠外レールＲ１に対し徐々に前方へ押され
るものとされており、円滑な引寄せが実現されている。又、前記制御装置は、カム部材７
０の場合と同様にして上部モータ１１０の停止を行う。
【００５１】
　一方、前記制御装置は、下部引寄せ機構４４の下部モータ１５６を制御して、モータ軸
１５４をナット部材１５０がナックル１４８と共にネジ部材１５２に対し上昇する方向（
ナット部材１５０に対しネジ部材１０６が入る方向、正転方向とする）に回転させる。
【００５２】
　すると、第３連結ピン１４６周りで僅かに回転するリンク１４４を介して連結部材１３
８も上昇する。連結部材１３８も第２連結ピン１４２によりリンク１４４に対して回転可
能である。又、連結部材１３８の下部に通された第１連結ピン１３６が上昇し、各取付板
１３０の引寄せ長孔１７４を辿って前方へ引寄せられ、カム１３２上部の案内長孔１７２
内を上昇しつつカム１３２上部（案内長孔１７２の前側）を前方に押す。上部を押された
カム１３２は回転軸１３０周りで回転し、カム先端部１７０が後方へ移動する。後方へ移
動したカム先端部１７０は、下枠外レールＬ１を押し、外障子４（堅框２０ないし召合せ
框２２）を下枠外レールＬ１に対して前方に移動させて、外障子４を室内側に引寄せる。
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第１連結ピン１３６が案内長孔１７２あるいは引寄せ長孔１７４の上端まで移動すれば、
上部モータ１１０が停止して外障子４の引寄せが完了し、各気密材９３，１２２，１６２
が枠Ｆあるいは外障子４の框１４に一層密着する。なお、前記制御装置は、カム部材７０
の場合と同様にして上部モータ１１０の停止を行う。
【００５３】
［作用効果等］
　以上の自動開閉防音サッシ１では、開口部（内障子２の召合せ框２４・上枠Ｕ・下枠Ｖ
・左枠Ｐ）に対して左右方向に開閉自在な外障子４と、外障子４を開閉させる開閉機構（
ホイール３２・開閉用モータ３４・バンド３６）と、外障子４に設けた締り受け部材５０
、及び内障子２の召合せ框２４に設けたカム部材７０を含む締り機構４０と、開閉用モー
タ３４及び締り機構４０を制御する前記制御装置とを備えており、締り受け部材５０は、
左右方向に交わる引分け面５９と、左右方向に沿う引寄せ面５８とを有しており、カム部
材７０は、外障子４が閉状態である場合に締り受け部材５０に係合可能であり、当該係合
の際、締り受け部材５０における引分け面５９を外障子４の閉鎖方向（左方向）に押すと
共に引寄せ面５８を外障子４が内障子２の召合せ框２４に引寄せられる方向に押し、前記
制御装置は、開閉用モータ３４に障子を閉鎖させると共に、締り機構４０においてカム部
材７０と締り受け部材５０を係合させることで、外障子４を自動的に閉鎖方向に引分けつ
つ内障子２の召合せ框２４に引寄せる。
【００５４】
　従って、自動開閉防音サッシ１では、前記制御装置のボタンを押す等するだけで、自動
的に外障子４を引分けつつ引寄せて全閉状態としたり、全閉状態から脱させて単なる閉状
態や開状態にすることができ、極めて簡単に外障子４につき開閉するのみならず、防音状
態としあるいは防音状態の解除をすることができる。又、高所等手の届かない場所に外障
子４が設置されたとしても、外障子４を開閉し、気密状態で閉鎖することができる。しか
も、外障子４の引分け及び引寄せは締り受け部材５０とカム部材７０の係合によりシンプ
ルに実現することができ、低コストであるし、外障子４の開閉を妨げることがない。
【００５５】
　又、締り機構４０は、外障子４の召合せ框２２及び対応する前記開口部の部分（内障子
２の召合せ框２４）に配置されており、外障子４の堅框２０及び召合せ框２２には、枠Ｆ
を押すことで当該堅框を引寄せる上部引寄せ機構４２及び下部引寄せ機構４４がそれぞれ
設置されており、前記制御装置は、各上部引寄せ機構４２及び各下部引寄せ機構４４を制
御して、カム部材７０と締り受け部材５０の係合（締り機構４０の締り作動）に伴い、上
部引寄せ機構４２及び下部引寄せ機構４に外障子４（堅框２０ないし召合せ框２２）の引
寄せをさせる。よって、簡単に防音状態に移行できるのは勿論のこと、当該防音状態をよ
り高度な水準のものとすることができる。
【００５６】
　更に、締り受け部材５０の引分け面５９は、引寄せ面５８より、係合前のカム部材７０
に近い側に配置されている。よって、外障子４につきまず引分けを実行した後に引寄せを
実行することができ、外障子４の引寄せにつき十分に引分けし終えた段階で行われる精度
の高いものとして、防音状態における遮音をより一層確実なものとすることができる。
【００５７】
　又更に、締り受け部材５０は、引分け面５９と引寄せ面５８とが直交するように形成さ
れたうえで、外障子４の召合せ框２２の内面に配置されており、カム部材７０は、先端部
において互いに直交する引分けカム面８９及び引寄せカム面８８を有するＬ字状のアーム
８２を備え、内障子４の召合せ框２４の左側（開口部の内側）に配置されており、前記制
御装置は、アーム８２を上下方向に移動させて締り受け部材５０に係合させ、アーム８２
の引分けカム面８９に締り受け部材５０の引分け面５９を押させると共に、アーム８２の
引寄せカム面８８に締り受け部材５０の引寄せ面５８を押させる。よって、より一層シン
プルな構成で自動的な防音状態への移行を実現することができる。
【００５８】
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　加えて、カム部材７０は、ナット部材７３及びネジ部材７４を介して、カム部材用モー
タ７８により締り受け部材５０に対して移動可能であり、カム部材７０の当該移動をガイ
ドするガイド部材７２が設置されている。よって、動作が確実で低コストであり外障子４
の召合せ框２２に隣接してコンパクトに収め得るカム部材７０の移動機構を提供すること
ができる。
【００５９】
　又、引寄せ機構として、外障子４の堅框２０及び召合せ框２２の上部に配置した上部引
寄せ機構４２、並びに堅框２０及び召合せ框２２の下部に配置した下部引寄せ機構４４を
含んでおり、各上部引寄せ機構４２は、上下動可能であって上方へ移動すると上枠Ｕ（上
枠外レールＵ１と上の気密材１２２の間）に嵌り外障子４を引寄せる押付け部材１０２を
有しており、各下部引寄せ機構４４は、引寄せ長孔１７４を有する取付板１４０と、中央
部に回転軸１３０を有し上部に案内長孔１７２を有するカム１３２と、当該引寄せ長孔１
７４及び案内長孔１７２に共通して入れられており、これら引寄せ長孔１７４及び案内長
孔１７２内を上下動可能であって、上方へ移動するとカム１３２を回転させカム１３２に
下枠Ｖ（下枠外レールＬ１）を押させて外障子４を引寄せる第１連結ピン１３６とを有し
ている。よって、より高度な遮音のための外障子４の引寄せにつき、シンプルな構成で円
滑に行えるようにすることができる。
【００６０】
　更に、外障子４が閉状態であることを検知する閉状態検知センサ３９が前記制御手段と
電気的に接続されており、前記制御手段は、（１）開閉機構（開閉用モータ３４）の制御
による外障子４の閉状態への移動、（２）閉状態検知センサ３９による外障子４の閉状態
の確認、（３）締り機構４０の制御によるカム部材７０と締り受け部材５０の係合、（４
）各上部引寄せ機構４２及び各下部引寄せ機構４４の制御による外障子４の引寄せの順で
外障子４を自動的に閉鎖方向に引分けつつ開口部（内障子２の召合せ框２４や枠Ｆ）に引
寄せる。よって、防音状態に至るまでの外障子４に係る動作を確実なものとすることがで
き、又外障子４を開口部に対して一定の姿勢で引寄せることができて動作を更に確実なも
のとしつつ外障子４や開口部を保護することができる。なお、外障子４や開口部に気密材
９３，１２２，１６２が設けられるているが、この気密材９３，１２２，１６２のねじれ
が防止され、気密材９３，１２２，１６２が保護されると共に、確実な気密を実現するこ
とができる。
【００６１】
　なお、前記制御装置は、図示しない雨・振動・温度・風・音センサー・タイマーの少な
くとも一つと電気的に接続されており、各センサーから検知信号を受信するか、あるいは
受信している信号が所定の閾値を超えるか、あるいはタイマーから所定時間の経過や所定
時刻の到来を把握する等すると、適宜信号や閾値の状態に応じ、外障子４の開閉をし、あ
るいは外障子４の所定位置での開状態の維持をする。従って、降雨時や振動発生時、高温
時（低温時）、強風時、騒音発生時や所定時刻到来時等に自動的に外障子４を閉鎖したり
、あるいは天候回復時や振動停止時、温度上昇時、微風時、騒音停止時や所定時間経過後
等に自動的に外障子４を開放したりすることができ、健康や財産の保護を図ることのでき
る安全で便利な自動開閉防音サッシ１を提供することができる。そして、特に所定水準以
上の音が発生していることを検知する音センサーが前記制御装置と電気的に接続されてお
り、前記制御装置は、音センサーにより所定水準以上の音が発生していることを確認する
と、締り機構４０及び／又は上部引寄せ機構４２・下部引寄せ機構４４に、外障子２の引
分けないし引寄せをさせることで、音発生時に防音状態を自動的に形成することができる
という優れた効果を発揮する。
【００６２】
［変更例］
　主に上記形態を変更して成る、本発明の他の形態を例示する。締り受け部材のカム案内
部において、引分け面（テーパ面）の下側に引寄せ面（テーパ面）の上辺を配置する等し
て、引分けと引寄せを区別し、引分け後に引寄せるようにする。気密材につき、上枠や下
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枠に設置せずに外障子ないし内障子の上框や下框に設置したり、外障子の召合せ框に設置
せずに内障子の召合せ框に設置したり、それぞれの双方に設置したり、上枠や下枠におい
て二重にせず一重や三重以上にしたり、召合せ框において一重にせず二重以上にしたり、
堅框に沿って設けたり、一部又は全部につき締り機構による施錠時には密着しないが、引
寄せ機構による引寄せ時には密着するようにしたりする。
【００６３】
　下部引寄せ機構の取付板を１枚あるいは３枚以上としたり、リンクを省くか更に追加し
たり、外障子や内障子における透明板や仕切の枚数を変えたりする等、各種部材の数を変
更したり省略したりする。上下引寄せ機構の少なくとも一方を省略し、あるいは上下引寄
せ機構の堅框側又は召合せ框側の一方を省略する。なお、堅框側の密閉に関し外障子の引
分けによって比較的に対処し易いことから、上下引寄せ機構については、堅框のみに設け
るよりも、召合せ框のみに設けた方が気密性能を比較的に高くことができ、よって、コス
トや設置性を重視する観点からは、外障子の召合せ框のみに上部引寄せ機構及び／又は下
部引寄せ機構を設けることが好ましい。
【００６４】
　カム部材等の上下動につき、モータ並びにネジ部材及びナット部材（雌ネジ部材）によ
るものに代えて、シリンダのピストンによるものとする。外障子の開閉につき、バンドと
ホイールによるものに代えて、ラックとピニオンによるものとしたり、ボールネジによる
ものとしたりする。締り機構につき、カム部材に対して締り受け部材が近づくものとした
り、カム部材及び締り受け部材の双方が互いに近づくものとしたりする。
【００６５】
　制御装置につき、枠に隣接して配置したものとしたり、各機構（の一部）に分散したう
えで互いに電気的に接続して配置したものとしたりする。外障子につき、引分けのみ行っ
た引分け閉状態（閉状態）にした後、必ず引寄せまで完了した引寄せ閉状態（全閉状態・
気密状態・防音状態）にするようにせず、閉状態を維持することができるようにする。開
状態から全閉状態にする際に、召合せ框施錠・堅框上下引寄せの順にせず、全てを同時に
行ったり、堅框上下引寄せを先に行ったり、堅框上部引寄せと堅框下部引寄せとを同時で
はなく順次行ったり等する。
【００６６】
　締り機構につき、ロック機構（カム部材）を締り受け部材の下側に設置し、締り受け部
材のカム案内部を下開きとして、ロック機構を上方に移動し互いに係合させる。外障子の
下框等に締り受け部材を設けると共に、内障子の下框等にロック機構を設ける。外障子の
召合せ框等にロック機構を設置すると共に、内障子の召合せ框等に締り受け部材を設置す
る。外障子を幅方向において固定するとともに、内障子を開閉可能とし、内障子を外障子
側（室外側）へ引寄せるようにする。固定した内障子につき開閉自在な外障子と同じ枠に
嵌めず、外障子のみの枠を用いたり、内障子を設置せず、壁等に対して外障子を設けたり
する。締り機構や上下引寄せ機構につき、既存のサッシに取付可能とし、当該取付をする
ことで自動開閉防音サッシを形成することができるようにする。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明に係る自動開閉防音サッシの正面図（室内側から見た図）である。
【図２】図１のＡ部の拡大図である。
【図３】図２のＤ－Ｄ線断面図である。
【図４】外障子が閉状態となる直前における図２相当図である。
【図５】図４のＥ－Ｅ線断面図である。
【図６】本発明に係る締り受け部材の（ａ）平面図（背面図の向きに合わせたもの）・（
ｂ）背面図・（ｃ）右側面図である。
【図７】本発明に係るカム部材の（ａ）平面図（左側面図の向きに合わせたもの）・（ｂ
）左側面図・（ｃ）正面図である。
【図８】図１のＢ－Ｂ線断面図である。
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【図９】外障子が閉状態となる直前における図８相当図である。
【図１０】図１のＣ－Ｃ線断面図である。
【図１１】外障子が閉状態となる直前における図１０相当図である。
【図１２】図１０のＸ－Ｘ線断面図である。
【符号の説明】
【００６８】
　　１　　自動開閉防音サッシ
　　２　　内障子
　　４　　外障子（障子）
　２２　　召合せ框（外障子）
　２４　　召合せ框（内障子、開口部）
　３２　　ホイール（開閉機構）
　３４　　開閉用モータ（開閉機構）
　３６　　バンド（開閉機構）
　４０　　締り機構
　５０　　締り受け部材
　５８　　引寄せ面
　５９　　引分け面
　７０　　カム部材
　　Ｐ　　左枠（開口部）
　　Ｕ　　上枠（開口部）
　　Ｖ　　下枠（開口部）

【図１】 【図２】



(15) JP 2010-65446 A 2010.3.25

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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